
様式第３号（第６条関係） 受付場所 受付者

□変更　
□廃止

〒　　　－

フリガナ

氏　　名

電話番号

【法定代理人が申込みをする場合は、下のどちらかの番号に○をしてください。】

フリガナ

【住民登録に関する変更】

【本籍に関する変更】

※１　事前登録内容に変更があった場合、住民異動届や戸籍の届出とともに川口市本人通知制度事前登録
　　　　（変更・廃止）届出書を提出してください。

※２　次の書類を提出し、又は提示してください。
（１）　あなたが本人であることを証明する書類（マイナンバーカード（個人番号カード）、パスポート、
　　　運転免許証等）
（２）　あなたが法定代理人であるときは、併せてその資格を証明する書類（戸籍謄本等。 受付印 
　　　 ただし、市に備え付けの公簿等により確認できる場合は、 省略することができます。）
（３）　あなたがこの申込みに係る代理人であるときは、併せてその旨を証明する書類
　　　（委任状等）

※以下、職員記入欄

□パスポート

□健康保険証
□その他

変更前

生　　年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　）

申込者の区分
※２（２）、（３）

　【変更届出が必要な場合】
  住所⇒①川口市に新しく住民登録したとき。
　　　　　 ②一度他市に住所を異動した後、川口市へ転入したとき。
　　　　　 ③他市から他市へ住所を異動したとき。
　本籍⇒①川口市に新しく戸籍を作ったとき。
　　　　   ②一度他市に戸籍を異動した後、川口市に新たに本籍を移したとき。

変更後
筆頭者氏名

年　　 　  月  　　　日

□マイナンバーカード（個人番号カード）

変更後

本人等の確認書類

川口市本人通知制度事前登録 届出書

変更前

１　未成年者の法定代理人　　　２　成年被後見人の法定代理人

筆頭者氏名

登録済のかたの氏名
（戸籍謄本等に記載の
ある者）

法定代理人の区分

住　　所

（　　　　　　　）

・事前登録の内容を変更（追加）する場合は記入してください。

　年　　　月　　　日

申　　込　　者

　１　本人　　　２　法定代理人　　　３　代理人

□運転免許証

（あて先）川口市長

　川口市戸籍謄本等本人通知制度に関する要綱第６条の規定に基づき、（事前登録の内容の変
更・事前登録の廃止）を次のとおり届け出ます。


